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害虫駆除サービス提供事業者に対する措置命令について 
 

 埼玉県は、令和２年５月８日、生活協同組合くらしのコープに対し、同組合が提供

する役務に係る取引について、景品表示法に違反する行為（同法第５条第２号有利誤

認）が認められたことから、同法第７条第１項の規定に基づき措置命令を行いました。 

 同組合が作成した「害虫駆除施工サービスのお知らせ」と称するチラシにおいて「広

さに関係なく一律料金 １回だけのお試し価格！！ １，９８０円（税込） まるご

と一軒」と表示し、あたかも本件役務の提供を１，９８０円で受けられるかのように

示す表示をしていました。 

 しかし、実際には、同組合の組合員にならなければ害虫駆除施工サービスを受ける

ことができず、害虫駆除剤噴霧料金１，９８０円の他に同組合に対する出資金５，０

００円を支払わなければなりませんでした。 

 

●行政処分の概要 
 
１ 被処分事業者 
（１）名 称  生活協同組合くらしのコープ 

（２）代 表 者  代表理事 津田 隆行 

（３）所 在 地  埼玉県所沢市小手指町一丁目２６番１号 

           サンクレイドルはなみずき通りレジデンス１０１号室 

（４）設 立  平成２７年１１月３０日 

（５）業 態  生活協同組合 

 

２ 措置命令の概要 
（１）対象役務 

  同組合が提供する害虫駆除施工サービスと称する役務 

 

（２）対象表示 

  ア 表示の概要 

  （ア）表示媒体 

     同組合が作成したチラシ 

  （イ）表示期間 

     別表１のとおり 

  （ウ）表示内容 

     別添写し１のとおり 

 

（３）命令の概要 

令和２年５月８日 

県民生活部 消費生活課 
事業者指導担当 平田・会田 

直通 048-830-2934 
内線 2932 

E-mail: a2930-05@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a2930-05@pref.saitama.lg.jp


2/3 

  ア 景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底する

こと。 

  イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。 

  ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 
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別表 1 
表示期間 表示媒体 表示内容 

遅くとも 

令和元年 7 月 28 日から 

令和 2年 2 月 12日までの

間 

（別添写し 1） 

自らが作成し

たチラシ 
・「◆ 害虫駆除剤噴霧料金 1,980 円（税込）／住

宅一軒床下一式」 
・「新規組合員大募集！ 埼玉県にお住まいの方はど

なたでも 1 口 5,000 円で加入できます。」 

 

別表 2 

表示期間 表示媒体 表示内容 

遅くとも 

令和元年 7 月 28 日から 

令和 2年 2月 12日までの

間 

（別添写し 1） 

自らが作成し

たチラシ 
・「※一般的に、住宅の広さによって 4,000 円～6,000
円程の費用がかかる害虫駆除剤噴霧サービスですが、

今回地域一斉集中工事を行うことにより出張費用、人

件費等の削減が可能となり大幅値引にて施工が可能

となりましたので、ぜひこの機会にご利用下さいます

ようご案内申し上げます。」 
・「◆ 害虫駆除剤噴霧料金 1,980 円（税込）／住

宅一軒床下一式」 

・「◆ お申込受付期間  本日より 10 日間 」 

又は「◆ お申込受付期間  本日より 2 週間  」 

 

 



 

別添写し１ 

 



 

 


